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令和７年国勢調査への御協力について（依頼） 

 
 
 
平素より、総務省統計局が実施する各種統計調査に御協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 本年は、５年に１度の国勢調査の実施年であり、同調査を９月から10月までの期間で

実施することとしています。 

 つきましては、別紙について、加盟会員等に通知いただきますよう、よろしくお取り

計らい願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 
 総務省統計局 統計調査部 国勢統計課  
 担当：今井、川口、三浦、高田 
電話：03-5273-1013 
Email: c-kankyou@soumu.go.jp 

 

【公印・契印省略】 



 別 紙 

 宿泊業関係者 各位 

 

令和７年国勢調査への御協力のお願い 

 

総 務 省 統 計 局 
  

 本年は、５年に１度の国勢調査の実施年であり、同調査を９月から 10 月までの期間で実施す

ることとしています。 

 国勢調査は、我が国に常住する全ての世帯・人（外国籍の方を含む。）を対象とした最も基本

的かつ重要な調査であり、その結果は、行政施策の基礎資料としての利用のみならず、経済界を

始め社会全体で幅広く活用されています。 

 つきましては、国勢調査の意義及び重要性を御理解の上、下記の事項について、御協力を賜り

ますよう、特段の御配慮をお願いいたします。 

 

記 

 
１ 旅館・ホテル等の宿泊施設における円滑な調査について（令和７年９月から 10 月まで） 

旅館・ホテル等の宿泊施設に滞在されている方のうち、令和７年10月１日現在で以下に該当

する方は、滞在先である宿泊施設で国勢調査を受けていただく必要があります。調査員等から

長期滞在者の有無の確認や調査書類の配布等の御支援をお願いする場合には、特段の御配慮

をお願いいたします。 

・滞在期間が３か月以上の方 

・滞在期間が３か月未満であるが、３か月以上滞在する見込みの方 

 ・仕事の関係などで住居が一定していない方 

 

 

２ 令和７年国勢調査の支援活動について（令和７年 10 月頃まで） 

従業員の方々に対する調査への回答の促進、広報用ポスター掲示及びリーフレットの配布

などの各種支援活動（※）について、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

※ 総務省では、こうした国勢調査の支援活動を行っていただける「国勢調査サポーター企業・団体」を募集して

おります。「国勢調査サポーター企業・団体」の認定後、御希望に応じて「国勢調査2025キャンペーンサイト」

に企業・団体の名称、バナーを掲載するとともに、支援活動の内容に応じて総務省から感謝状を贈呈する予定

です。是非とも御応募いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

国勢調査2025キャンペーンサイトURL https://www.kokusei2025.go.jp/ 

 

 

 

 

【連絡先】 
 総務省統計局 統計調査部 国勢統計課  
 担当：今井、川口、三浦、高田 
電話：03-5273-1013 
Email: c-kankyou@soumu.go.jp 




